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(57)【要約】
【課題】最終処分場の閉鎖から廃止までの期間を効果的
に短縮することができる有機性廃棄物の安定化促進方法
を提供する。
【解決手段】熱灼減量が１５％以上となる特定有機性廃
棄物に対して、数式１で求まる透気係数φが通気性改質
剤を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇す
る量の通気性改質剤を混合する通気性改質剤混合ステッ
プと、通気性改質剤が混合された特定廃棄物の堆積層に
通気する通気ステップと、を含む有機性廃棄物の安定化
促進方法。数式１　：　φ　＝　（σ・ｄ）　／　（ｐ
・ｓ）、但し、φは透気係数（Ｌ・ｃｍ／分・ｋＰ・ｃ
ｍ２）、σは流量（Ｌ／分）、ｐは入出の差圧（ｋＰ）
、ｓは断面積（ｃｍ２）、ｄは長さ（ｃｍ）。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最終処分場に埋め立てられる有機性廃棄物の安定化促進方法であって、
　熱灼減量が１５％以上となる特定有機性廃棄物に対して、数式１で求まる透気係数φが
通気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇する量の通気性改質材を
混合する通気性改質材混合ステップと、
　通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に通気する通気ステップと、
を含む有機性廃棄物の安定化促進方法。
　数式１　：　φ　＝　（σ・ｄ）　／　(ｐ・ｓ)
　φは透気係数（Ｌ・ｃｍ／分・ｋＰ・ｃｍ２）、σは流量（Ｌ／分）、ｐは入出の差圧
（ｋＰ）、ｓは断面積（ｃｍ２）、ｄは長さ（ｃｍ）
【請求項２】
　前記通気性改質材混合ステップは、通気性改質材として破砕処理された廃プラスチック
及び／または廃石膏ボードを特定有機性廃棄物に混合するステップである請求項１記載の
有機性廃棄物の安定化促進方法。
【請求項３】
　前記通気ステップは、通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に５～３０Ｌ／（
ｍｉｎ．・ｍ３）の通気量で通気するステップである請求項１または２記載の有機性廃棄
物の安定化促進方法。
【請求項４】
　前記通気ステップは、通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に１５～３０Ｌ／
（ｍｉｎ．・ｍ３）の通気量で通気するステップである請求項３記載の有機性廃棄物の安
定化促進方法。
【請求項５】
　特定有機性廃棄物に有機性汚泥、生ごみ及び／または食品残渣が含まれる請求項１から
４の何れかに記載の有機性廃棄物の安定化促進方法。
【請求項６】
　前記通気ステップが最終処分場に埋め立てる前の特定廃棄物の堆積層で実行され、前記
通気ステップで硝化処理された特定廃棄物を最終処分場に埋め立てる埋立ステップをさら
に含む請求項１から５の何れかに記載の有機性廃棄物の安定化促進方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機性廃棄物の安定化促進方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　底部に遮水工と浸出水の集排水設備が設置された埋立地に廃棄物が埋立処理される管理
型最終処分場等の最終処分場は、閉鎖つまり埋立終了した後、「一般廃棄物の最終処分及
び産業廃棄物の最終処分に係る技術上の基準を定める命令」で法定された廃止基準を満た
すことによって廃止することができる。例えば浸出水の性状、埋立層の温度、埋立ガスの
発生状況等に廃止基準が定められている。
【０００３】
　しかし、浸出水等についての廃止基準は非常に厳しく、最終処分場の閉鎖から廃止まで
に要する期間が長期に渡ると、その期間の維持管理費の増大や跡地利用の制限等の問題が
生じる。
【０００４】
　特に、最終処分場に埋め立てられた有機性廃棄物は好気性微生物による生物処理によっ
て分解が進み、浸出水のＢＯＤやＣＯＤが低下するようになるが、実際には埋立地表面や
集排水管の近傍にしか酸素が供給されないために好気性生物処理が円滑に進まなかったり
、好気性微生物で容易に分解できないフミン酸やフルボ酸等の難分解性有機物が含まれて
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いたりするので、ＣＯＤや窒素が低下し辛く、廃止までに相当な長期間を要していた。
【０００５】
　そこで、特許文献１には、最終処分場を閉鎖してから廃止するまでの期間を短縮するた
めに、廃棄物層に空気を送り込んで、微生物による易分解性有機物の分解を促進させ、Ｂ
ＯＤとＣＯＤとが廃止基準Ａに達するまで、酸化剤を複数回に分けて廃棄物層に注入する
最終処分場の廃止時期短縮方法が提案されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、埋立前に廃棄物を機械的に洗浄することで、廃棄物に含まれる
有機物や塩類を洗い出して廃棄物を安定化する方法や、埋立前に廃棄物に散水および通気
して、廃棄物中の有機物や塩類、重金属等を洗い出し、或いは不溶化する方法が示されて
いる。
【０００７】
　さらに特許文献３には、固体状の産業廃棄物で、パッキングしたときの実積率が、６０
％以下の廃棄物を浄水場発生汚泥、下水処理場発生汚泥、廃水処理施設での発生汚泥、建
設工事に伴って発生する汚泥と配合した後に、最終処分場に埋め立てることを特徴とする
汚泥の最終処分方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２２４６７４号公報
【特許文献２】特開２００９－２４１０５３号公報
【特許文献３】特開２００９－４５５６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載された方法を採用する場合、最終処分場に厚く埋め立てた廃
棄物層に一様に空気を供給するのは容易ではないため、廃止までの期間を効果的に短縮で
きないという問題があった。
【００１０】
　また、特許文献２に記載された方法を採用する場合、廃棄物を最終処分場に搬入する前
に外部で前処理する必要があり、前処理設備を構築する敷地の確保難という問題ばかりで
なく、前処理によって発生する排水等を処理するための水処理設備等の費用が嵩むという
問題があり、容易に前処理することができなかった。
【００１１】
　そのため、現状、廃棄物は前処理されることなく最終処分場で直接埋立処理されている
。具体的にトラックで搬入された有機性汚泥を含む様々な廃棄物は、敷地の端部から順に
遮水工の上に一定量埋め立てられる度に覆土が施され、さらにその上に新たな廃棄物が埋
め立てられ、上限に達すると最終覆土が施されている。
【００１２】
　特に最終処分場に搬入された有機性廃棄物、例えば熱灼減量が１５％以上で括られる有
機性汚泥は、通気性及び通水性が悪く、埋立層内で団粒構造となって内部が嫌気化し、Ｂ
ＯＤ，ＣＯＤ，Ｔ－Ｎ等の発生源となり、浸出水処理設備への原水の水質悪化をもたらし
、最終処分場の廃止までの期間短縮の阻害要因となっている。このような有機性廃棄物に
は、有機性汚泥に限らず熱灼減量が１５％未満の無機性汚泥や僅かでも有機物が含まれる
焼却灰等が含まれる。
【００１３】
　特許文献３には、パッキングしたときの実積率が６０％以下の廃棄物として、シュレッ
ダーダストが開示されているが、金属類以外にガラスや土砂等が混入しており、その組成
によっては通気性が十分に確保できないという問題もあった。
【００１４】
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　本発明の目的は、上述した問題点に鑑み、最終処分場の閉鎖から廃止までの期間を効果
的に短縮することができる有機性廃棄物の安定化促進方法を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述の目的を達成するため、本発明による有機性廃棄物の安定化促進方法の第一特徴構
成は、特許請求の範囲の請求項１に記載した通り、最終処分場に埋め立てられる有機性廃
棄物の安定化促進方法であって、熱灼減量が１５％以上となる特定有機性廃棄物に対して
、数式１で求まる透気係数φが通気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０
％上昇する量の通気性改質材を混合する通気性改質材混合ステップと、通気性改質材が混
合された特定廃棄物の堆積層に通気する通気ステップと、を含む点にある。
　数式１　：　φ　＝　（σ・ｄ）　／　(ｐ・ｓ)
　φは透気係数（Ｌ・ｃｍ／分・ｋＰ・ｃｍ２）、σは流量（Ｌ／分）、ｐは入出の差圧
（ｋＰ）、ｓは断面積（ｃｍ２）、ｄは長さ（ｃｍ）点にある。
【００１６】
　本願発明者らは、鋭意試験研究を重ねた結果、熱灼減量が１５％以上となり、極めて通
気性の悪い特定有機性廃棄物であっても、通気性改質材混合ステップで、数式１で求まる
透気係数φが通気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇するまで通
気性改質材が混合されると、通気ステップで、特定廃棄物の堆積層に十分な空気がほぼ均
等に供給可能となり、好気性生物処理が効果的に促進されるようになることが判明した。
その結果、最終処分場の閉鎖から廃止までに要する期間が効果的に短縮可能になった。
【００１７】
　同第二の特徴構成は、同請求項２に記載した通り、上述の第一の特徴構成に加えて、前
記通気性改質材混合ステップは、通気性改質材として破砕処理された廃プラスチック及び
／または廃石膏ボードを特定有機性廃棄物に混合するステップである点にある。
【００１８】
　通気性改質材として破砕処理された廃プラスチック及び／または廃石膏ボードを用いる
と、著しい通気性改善効果が表れるようになった。
【００１９】
　同第三の特徴構成は、同請求項３に記載した通り、上述の第一の特徴構成に加えて、前
記通気ステップは、通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に５～３０Ｌ／（ｍｉ
ｎ．・ｍ３）の通気量で通気するステップである点にある。
【００２０】
　通気性改質材混合ステップで通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に、通気量
５～３０Ｌ／（ｍｉｎ．・ｍ３）で通気すると、好気性生物処理が効果的に促進されるよ
うになる。
【００２１】
　同第四の特徴構成は、同請求項４に記載した通り、上述の第三の特徴構成に加えて、前
記通気ステップは、通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に１５～３０Ｌ／（ｍ
ｉｎ．・ｍ３）の通気量で通気するステップである点にある。
【００２２】
　さらに、１５～３０Ｌ／（ｍｉｎ．・ｍ３）の通気量で通気すると、好気性生物処理が
顕著に促進される。
【００２３】
　同第五の特徴構成は、同請求項５に記載した通り、上述の第一から第四の何れかの特徴
構成に加えて、特定有機性廃棄物に有機性汚泥、生ごみ及び／または食品残渣が含まれる
点にある。
【００２４】
　特定有機性廃棄物として、下水汚泥や浄化槽汚泥等の有機性汚泥、生ごみ、食品工場等
で発生する食品残渣等を最終処分場に廃棄する場合に、効果的に安定化を促進できるよう
になる。
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【００２５】
　同第六の特徴構成は、同請求項６に記載した通り、上述の第一から第五の何れかの特徴
構成に加えて、前記通気ステップが最終処分場に埋め立てる前の特定廃棄物の堆積層で実
行され、前記通気ステップで硝化処理された特定廃棄物を最終処分場に埋め立てる埋立ス
テップをさらに含む点にある。
【００２６】
　本願発明者らが鋭意研究を重ねた結果、通気性改質材混合ステップで、数式１で求まる
透気係数φが通気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇するまで通
気性改質材が混合されると、通気ステップで、特定廃棄物の堆積層に十分な空気がほぼ均
等に供給可能となり、好気性生物処理が促進され、その結果、特定廃棄物に含まれるアン
モニア性窒素の硝化処理が促進されるという新知見が得られた。そこで、硝化処理が促進
された特定廃棄物を最終処分場に埋め立てると、嫌気性条件下で微生物による脱窒素処理
が促進され、最終処分場の堆積層に通気設備を設けなくても、最終処分場の閉鎖から廃止
までに要する期間が効果的に短縮できるようになった。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明した通り、本発明によれば、最終処分場の閉鎖から廃止までの期間を効果的に
短縮することができる有機性廃棄物の安定化促進方法を提供することができるようになっ
た。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】管理型最終処分場の要部の断面図
【図２】（ａ）は透気係数算出モデルの説明図、（ｂ）は透気係数計測のための試験装置
の説明図
【図３】（ａ）は埋立前処理施設の説明図、（ｂ）は候補となる通気性改質材が混入され
た特定有機性廃棄物に対する通気性試験結果の説明図
【図４】（ａ）は通気性試験に用いた供試廃棄物の組成の明図、（ｂ），（ｃ）は通気性
試験結果の説明図
【図５】ライシメータの説明図
【図６】（ａ）は安定化試験に用いた供試廃棄物の組成の説明図、（ｂ）はライシメータ
への供試廃棄物の充填量の説明図、（ｃ）は実験スケジュールの説明図
【図７】（ａ）から（ｆ）は溶出試験の結果説明図
【図８】（ａ）から（ｆ）は浸出水試験の結果説明図
【図９】（ａ），（ｂ）は浸出水に対する窒素総和法による試験の結果説明図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明による管理型最終処分場に埋め立てられる有機性廃棄物の安定化促進方法
の実施形態を説明する。
　図１には、クローズドタイプ（「被覆型」とも呼ばれる。）の管理型最終処分場１０の
構造が示されている。管理型最終処分場１０（以下、単に「最終処分場１０」と記す場合
もある。）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められる構造基準と維持管理基準
に基づいて設置及び運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従って埋立処分される。
【００３０】
　管理型最終処分場１０は、埋立地となる山間部の谷間や掘削地盤が堰堤３で仕切られ、
埋立地の底面や斜面等にゴムシート等の難透水性の層または壁で構成される遮水工１１が
施され、さらに被埋立物からの浸出水を集排水する溝や管を備えた集排水設備１２が設置
されている。
【００３１】
　堰堤３の近傍に集排水設備１２を経由した浸出水の集水ピット４が設けられ、ポンプで
浸出水処理設備１７に送水される。また、図には示していないが、雨水や地下水が浸出水
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に混入しないように、遮水工１１の外側に地下水集排水管が設けられて調整池等に集水さ
れている。
【００３２】
　最終処分場１０は、不特定人が安易に進入できないように塀等で閉鎖されており、埋立
地から発生する様々な臭気ガスが外部に漏洩しないように、また雨水が滲入しないように
被覆施設２で覆われている。被覆施設２は、鋼製の柱で骨組みが組まれ、金属製の板状体
が配置されて外気と分離されている。
【００３３】
　尚、被覆施設２の構造として、ラーメン構造、アーチ構造、平面トラス構造、高剛性曲
げ材と高引張強度のケーブルを組み合わせた自己釣合型のハイブリッド構造、スペースフ
レーム構造、シェル構造、空気支持構造、サスペンション構造等、公知の様々な支持構造
が採用可能である。
【００３４】
　被覆施設２の下方空間には散水機構１３を構成するスプリンクラーが設置され、被埋立
物表面から粉塵が舞い上がらないように、また被埋立物の微生物処理が促進されるように
散水機構１３によって散水されるように構成されている。散水機構１３は浸出水処理設備
１７で浄化処理された処理水を供給する給水機構６に接続されている。尚、散水機構１３
としてスプリンクラー等の固定設備に替えて、車両等の移動体にレインガン等を搭載した
散水機構を複数備えていてもよい。被埋立物からの蒸発が激しい夏場には、浸出水処理設
備１７の処理水のみでは不足するため、井水や上水も活用してもよい。
【００３５】
　最終処分場１０には、特定有機性廃棄物、焼却灰、廃プラスチック、スラグ、コンクリ
ートくず、ガラスくず、陶磁器くず、鉱滓、瓦礫くず等が搬入されて埋め立てられる。特
定有機性廃棄物とは熱灼減量が１５％以上で括られる有機性汚泥を意味し、具体的に下水
汚泥や浄化槽汚泥、生ごみ、食品工場等で発生する食品残渣等、或いはそれらの混合物が
含まれる。
【００３６】
　トラックで搬入された様々な廃棄物は、特定有機性廃棄物、通気性改質材として利用可
能な破砕処理された廃プラスチック及び／または廃石膏ボード、その他の廃棄物に分別さ
れ、特定有機性廃棄物と通気性改質材が混合された後に、敷地の端部から順に遮水工１１
の上に埋め立てられる。
【００３７】
　通気性改質材が混合された特定有機性廃棄物が一定量埋め立てられる度に覆土２３が施
され、さらにその上に新たな廃棄物が埋め立てられ、上限に達すると最終覆土２３が施さ
れる。最下層または各層２２の下部に通気管２１が設置され、特定有機性廃棄物に通気さ
れる。
【００３８】
　焼却灰、スラグ、コンクリートくず、ガラスくず、陶磁器くず、鉱滓、瓦礫くず等のそ
の他の廃棄物は、上述した特定有機性廃棄物の埋立層とは別の区画（図１には示されてい
ない）に埋め立てられる。
【００３９】
　つまり、最終処分場に埋め立てられる有機性廃棄物の安定化促進方法は、熱灼減量が１
５％以上となる特定有機性廃棄物に通気性改質材を混合する通気性改質材混合ステップと
、通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に通気する通気ステップとを備えている
。
【００４０】
　尚、通気性改質材混合ステップで通気性改質材が混合された特定有機性廃棄物を直ちに
最終処分場に埋め立てて通気ステップが実行されるように構成してもよいし、最終処分場
に埋め立てる前に前処理設備で少量の特定有機性廃棄物に対して通気ステップが実行され
、その後最終処分場に埋め立てられて、さらに通気ステップが実行されるように構成して
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もよい。
【００４１】
　通気性改質材混合ステップでは、特定有機性廃棄物に、数式１で求まる透気係数φが通
気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇する量の通気性改質材が混
合される。通気性改質材として破砕処理された廃プラスチック及び／または廃石膏ボード
が効果的に用いられる。
【００４２】
　数式１　：　φ　＝　（σ・ｄ）　／　(ｐ・ｓ)
　φは透気係数（Ｌ・ｃｍ／分・ｋＰ・ｃｍ２）、σは流量（Ｌ／分）、ｐは入出の差圧
（ｋＰ）、ｓは断面積（ｃｍ２）、ｄは長さ（ｃｍ）
【００４３】
　通気ステップでは、通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に、通気管２１を介
して５～３０Ｌ／（ｍｉｎ．・ｍ３）の通気量、好ましくは１５～３０Ｌ／（ｍｉｎ．・
ｍ３）の通気量で空気が供給される。
【００４４】
　以下に、本発明の別実施形態を説明する。
　上述した実施形態では、通気性改質材混合ステップで通気性改質材が混合された特定有
機性廃棄物を最終処分場１０に埋設した後に通気ステップが実行される態様を説明したが
、通気性改質材が混合された特定有機性廃棄物を最終処分場１０に埋設する前に通気ステ
ップが実行される態様を採用することも可能である。
【００４５】
　通気ステップが実行されることにより、アンモニア成分が含まれる特定有機性廃棄物が
好気性微生物により効率的に硝化処理される。そして、硝化処理された特定有機性廃棄物
を最終処分場に埋め立てる埋立ステップを実行することにより、嫌気性の雰囲気下で脱窒
素処理が促進されるようになる。この場合、埋立層に通気管２１を設置する必要はない。
【実施例】
【００４６】
　図２（ａ）に示すように、一定の面積ｓを持った長さｄの空気路に入出の差圧ｐをかけ
たときに流れる空気量をσとする。空気の粘性と圧力変化に対する空気の体積変化が無視
できるものと仮定すると数式２が成り立つ。φは比例乗数である。比例乗数φを透気係数
と定義し、数式２を変形することによって既述した数式１が得られる。
　数式２　：　σ　＝　φ・ｐ・ｓ　／　ｄ　（Ｌ／ｍｉｎ．）
【００４７】
　図２（ｂ）に示すように、直径２５０ｍｍ、高さ１２７ｍｍの鋳物筒状体３０の両端に
通気性メッシュ３１を介して通気管３２ａ，３２ｂが装着された上下蓋体３３ａ，３３ｂ
で閉塞した試験装置を用いて通気性試験を行なった。この装置は、土の透水係数を測定す
る場合に一般的に使われている装置を改造したものである。
【００４８】
　鋳物筒状体３０内部に特定有機性廃棄物と通気性改質材との混合物（以下、「供試廃棄
物」と記す。）を充填して、下蓋３３ｂの通気管３２ｂから空気を供給したときに上蓋３
３ａの通気管３２ａから流出する空気量を計測する。尚、混合物を充填する前に、流量計
、鋳物筒状体３０、通気管３２ａ，３２ｂ等で生じる圧力損失を予め計測して、実際の測
定値から減算補正する必要がある。
【００４９】
　鋳物筒状体３０に充填する供試廃棄物の通気性は締固め状態によって大きく変化するの
で、図３（ａ）に示す埋立前処理施設モデルと同程度の加重となるように締固めている。
尚、数式１で算出される透気係数は供試廃棄物の締固め状態や試験装置のサイズ等に左右
されることはない。試験装置では出が大気圧、入が圧力計の指示値であり、入出の差圧ｐ
はそれらの差となる。
【００５０】
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　具体的に、埋立前処理施設モデルは、有機性廃棄物を１．０～１．５ｍの厚さで充填し
、下から通気、上から乾燥しない程度に散水して、埋立前に有機物の安定化を促進するモ
デル施設である。廃棄物を厚さ１．０～１．５ｍ充填した時の積載荷重は単位体積の重量
を１ｔ／ｍ３とすると９．８～１４．７ｋＮ／ｍ２（０．１～０．１５ｋｇｆ／ｃｍ２）
となる。
【００５１】
　これは直径５ｃｍ、重量２．５ｋｇのランマを静置した時の荷重１２．５ｋＮ／ｍ２（
０．１２７ｋｇｆ／ｃｍ２）とほぼ同様であることから、供試廃棄物の上面に２．５ｋｇ
ランマを置くという単純操作により締固めた。実験では、平面的に均等にランマを置く方
法（１／２ずつ重ねて置く方法）で高さ１２７ｍｍを３層に分けてそれぞれ締固めた。
【００５２】
　複数種類の通気性改質材候補として廃プラスチック、廃石膏ボード、焼却灰（Ａ社）、
焼却灰（Ｂ社）、焼却灰（Ｃ社）、不燃破砕物、溶融スラグをそれぞれ有機性汚泥に３０
容積％混合して通気性試験を行なった結果が図３（ｂ）に示されている。図３（ｂ）から
、通気性改質材として廃プラスチック及び廃石膏ボードが好適であることが判明した。尚
、図３（ｂ）は、各透気係数の計測値のうち最も高い値で正規化されたデータである。
【００５３】
　次に、有機性汚泥、及び、有機性汚泥に廃プラスチック、廃石膏ボードまたは焼却灰の
何れかを混合した複数種類の供試廃棄物を準備して、上述の試験装置を用いて通気性試験
を行なった。図４（ａ）には、供試廃棄物の組成が示されている。
【００５４】
　試験装置では、通気する空気流量が少ないと流量計等による誤差が大きくなるため、６
Ｌ／ｍｉｎ．の値で実験を行なった。これを有機性汚泥１ｍ３当たりの通気量に換算する
と９６０Ｌ／ｍ３となり、埋立前処理モデルの有機性廃棄物への通気量を５～３０Ｌ（ｍ
ｉｎ．・ｍ３）とすると、数十から数百倍程度の流量に相当する。
【００５５】
　図４（ｂ），（ｃ）に示すように、有機性汚泥に廃プラスチック、廃石膏ボードを少な
くとも５体積％混合すると、有機性汚泥のみの透気係数よりも５０％上昇することが確認
された。尚、燃殻が混合比５～１０体積％の間でフラットになっている原因は、５体積％
から１０体積％に増加させたときに単位重量が増加しているためと考えられ、再実験を行
なってもこの傾向は変わらない。
【００５６】
　次に、有機性汚泥、有機性汚泥に廃プラスチックまたは廃石膏ボードを５体積％混合し
た供試廃棄物を調整して、図５に示す試験装置（以下、「ライシメータ」と記す。）に充
填し、有機性汚泥の安定化傾向の確認試験を行なった。図６（ａ）には８種類の供試廃棄
物の組成が示されている。
【００５７】
　ライシメータ４０は、直径３００ｍｍ、長さ１０００ｍｍの筒状容器４１と、傾斜底面
に形成された底部４２と、底部に配置されたドレン管４３と、筒状容器４１を覆う保温シ
ート５４とを備えて構成されている。底部４２に最小厚さ１００ｍｍの砕石層４６が形成
され、その厚み方向中央部に散気管４４が設置され、エアポンプ４５からの空気が散気管
４４を介して筒状容器４１の内部に供給されるように構成されている。散気管４４から供
給される空気量を計測する流量計４７、筒状容器４１に充填された供試廃棄物の上部領域
の温度を計測する温度センサ４８及び下部領域の温度を計測する温度センサ４９が設けら
れている。
【００５８】
　図６（ｂ）に示す充填量で、砕石層４６の上部に各供試廃棄物が充填され、図６（ｃ）
に示す実験スケジュールに従って所定の間隔で散水した後に、ドレン管４３に備えたバル
ブを解放操作して浸出水を採水して、その組成を分析した。尚、初回は液固比０．１（散
水量約７Ｌ）、２回目以降は液固比０．０３３（散水量約２．３Ｌ）で各供試廃棄物に散
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水した。尚、８本のライシメータに各供試廃棄物を充填する際、１０回程度に分割して充
填し、その都度ランマの自重で締め固めた。汚泥の充填高さは１．０ｍＨである。
【００５９】
　実験Ｎｏ．Ｂ－０は、有機性汚泥のみの供試廃棄物で通気量０である。実験Ｎｏ．ＷＰ
５－０からＷＰ５－３０は、有機性汚泥に廃プラスチックを５体積％混合した供試廃棄物
で、通気量を０，１５，３０Ｌ／ｍ３に割り振っている。実験Ｎｏ．ＰＣ５－０からＰＣ
５－３０は、有機性汚泥に廃石膏ボードを５体積％混合した供試廃棄物で、通気量を０，
５，１５，３０Ｌ／ｍ３に割り振っている。尚、通気量０のライシメータ４０は、ドレン
管４３に備えたバルブを解放操作して、ドレン管からの外気の自然流入を許容する準好気
性状態とし、その他のライシメータ４０は、ドレン管４３に備えたバルブを閉塞して散気
管４４から所定量の給気を行なった。
【００６０】
　実験開始から１０４日後に、ライシメータ４０内の表土から１０ｃｍの領域の中心部か
ら溶出試験用のサンプルを取り出した。
【００６１】
　図７（ａ），（ｂ）には、実験開始前後の有機性廃棄物のＢＯＤの溶出試験結果が示さ
れている。Ｂ－０は、実験終了後濃度が上昇したのに対し、廃プラスチックまたは廃石膏
ボードを５体積％混合した有機性廃棄物は濃度が低下した。廃棄物を混合することにより
通気性が改善され、速やかにＢＯＤが分解されたためである。
【００６２】
　図７（ｃ），（ｄ）には、実験開始前後の有機性廃棄物のＣＯＤの溶出試験結果が示さ
れている。廃プラスチック及び廃石膏ボードとも通気を１５Ｌ／ｍｉｎ・ｍ３以上与える
と、実験終了後のＣＯＤは実験開始時より高くなった。通気を行なうことにより高分子状
の難分解性有機物が分解されて低分化し、ＣＯＤとして検出されたと推測される。高分子
状の難分解性有機物が低分子化することにより易分解性有機物となり分解が促進する。
【００６３】
　図７（ｅ），（ｆ）には、実験開始前後の有機性廃棄物のＴ－Ｎ（トータル窒素）の溶
出試験結果が示されている。Ｔ－ＮもＣＯＤと同様に、通気を１５Ｌ／ｍｉｎ・ｍ３以上
与えると、実験開始前より実験終了後の方が、高い値を示すことが確認された。通気によ
り低分子化が進みＴ－Ｎとして検出された結果、濃度が高くなったと推測される。
【００６４】
　図８（ａ），（ｂ）には、浸出水のＢＯＤの分析結果が示されている。どの供試廃棄物
も実験開始直後からＢＯＤが低下していることが確認された。特に通気量が１５Ｌ／ｍｉ
ｎ以上の供試廃棄物は、廃プラスチック及び廃石膏ボードともに速やかにかつ安定的に低
下することが確認できた。
【００６５】
　図８（ｃ），（ｄ）には、浸出水のＣＯＤの分析結果が示されている。廃プラスチック
及び廃石膏ボードともに、通気量が１５Ｌ／ｍｉｎ以上の供試廃棄物は、通気を与えない
供試廃棄物に比べて浸出水のＣＯＤが高くなった。通気により高分子状の物質が低分子化
し、浸出水に可溶化し易くなったため濃度が上昇したものと推測される。
【００６６】
　図８（ｅ），（ｆ）には、浸出水のＴ－Ｎの分析結果が示されている。ＣＯＤと同様に
、通気量が１５Ｌ／ｍｉｎ以上の供試廃棄物は、通気を与えない試料に比べてＴ－Ｎが高
くなった。
【００６７】
　以上の結果、熱灼減量が１５％以上となる特定有機性廃棄物に対して、数式１で求まる
透気係数φが通気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇する量の通
気性改質材を混合することにより、通気による特定有機性廃棄物の安定化を促進可能なこ
とが判った。
【００６８】
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　通気性改質材として粒径数ｍｍから十数ｍｍ程度に破砕された廃プラスチック及び廃石
膏ボードを好適に用いることができるが、これら以外であっても、数式１で求まる透気係
数φが通気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇する量の通気性改
質材を混合することにより、通気による特定有機性廃棄物の安定化を促進することができ
る。
【００６９】
　また、その際に、通気量を５～３０Ｌ／ｍｉｎに設定することにより、通気性を改善し
た特定有機性廃棄物の安定化が効果的に促進されることが判明した。そして、通気量を１
５～３０Ｌ／ｍｉｎに設定することにより、難分解性有機物の分解が一層促進されること
が推察された。
【００７０】
　図９（ａ），（ｂ）には、供試廃棄物ＷＰ５－３０の浸出水の窒素総和法による分析結
果が示されている。図９（ａ）は図９（ｂ）の窒素のそれぞれの形態を割合で示したもの
である。通気を行うと硝酸性窒素の割合が増え、アンモニア性窒素の割合が低下し、好気
性微生物による硝化処理が進んでいることが確認された。この図から、硝化が進んだ段階
で通気を止めて嫌気化すると埋立層内で脱窒が可能となるという新知見が得られた。
【００７１】
　つまり、熱灼減量が１５％以上となる特定有機性廃棄物に対して、数式１で求まる透気
係数φが通気性改質材を混合しない場合の値よりも少なくとも５０％上昇する量の通気性
改質材を混合する混合ステップと、通気性改質材が混合された特定廃棄物の堆積層に通気
する通気ステップと、前記通気ステップで硝化処理された特定廃棄物を最終処分場に埋め
立てる埋立ステップと、を含む有機性廃棄物の安定化促進方法を実施することにより、最
終処分場に埋め立てられた特定有機性廃棄物は、嫌気性条件下で脱窒素処理が促進される
ようになる。
【００７２】
　透気係数φを計測する際の試験装置は、上述した構造の試験装置に限るものではない。
計測の際に廃棄物を締め固める加重は、上述の埋立前処理施設モデルを基準とする場合に
は０．１～０．１５ｋｇｆ／ｃｍ２が好ましいが、異なる埋立前処理施設モデルを採用す
る場合にはそれに応じて適宜設定すればよい。つまり、通常埋め立てられる際の条件に応
じて締め固めた状態で透気係数φを計測すればよい。
【００７３】
　以上説明した各実施形態は、何れも本発明の一例に過ぎず、該記載により本発明の技術
的範囲が限定されるものではなく、各部の具体的な構成は本発明の作用効果が奏される範
囲で適宜変更設計可能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００７４】
１０：最終処分場
１１：遮水工
１２：集排水設備
１３：散水機構
１４：吸引装置
１７：浸出水処理機構
２１：通気管
２２：埋立層
２３：覆土
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